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芳珠記念病院 

「院外処方せんにおける疑義照会に関するプロトコル」 

 

１．目的 

薬剤師がチーム医療に積極的に参画し、薬の専門家として医療に貢献することが求められる一

方で、形式的な疑義照会が多くなり、処方医や担当薬剤師だけでなく、患者にも大きな負担がか

かる現状がある。急を要する疑義照会への医師の適時対応を可能にしたり、ポリファーマシー対

策や残薬管理など薬剤師による薬学的ケアを充実させたりするには、調剤上の変更を伴う形式的

な疑義照会を減らす必要がある。そこで、厚生労働省が推進するプロトコルに基づく薬物治療管

理の一環として、芳珠記念病院「院外処方せんにおける疑義照会に関するプロトコル」（以下、

「本プロトコル」という）を定める。 

 

２．原則 

本プロトコルに規定する事項については、処方医の同意があるものとし、疑義照会の結果を待

たずに調剤ができるものとする。変更に際しては、患者が不利益を被らないよう、服用方法や費

用等の変更点を充分に説明し、同意を得る。 

 

３．合意 

本プロトコルの運用にあたっては、保険薬局は芳珠記念病院のホームページで本プロトコルに

ついて十分に確認し、当該院外処方せんに付随する通信欄若しくはその他の疑義照会用紙（以下、

「疑義照会用紙等」という）に「プロトコル」と明記することで、合意が得られたものとする。 

 

４．連絡方法 

本プロトコルにより保険薬局で処方内容を変更する場合は、疑義照会用紙等に「プロトコル」

と明記のうえ具体的な変更内容を記載し、事前に芳珠記念病院へ連絡することとする。 

芳珠記念病院の薬剤師は、記載された変更内容が適正であるかを当日中に確認し、必要に応じ

適宜対応する。 

 

５．記録 

保険薬局では、お薬手帳等に変更後の内容を記す。また、芳珠記念病院では、連絡があった疑

義照会用紙等を電子カルテに掲載し、また、必要に応じて処方オーダを加筆訂正し、処方医が確

認できるようにする。 
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６.規定事項  

 ＜麻薬・抗がん剤に関しては本プロトコルの対象外とする＞ 

 

（１）処方日数に関する変更 

①継続処方している薬剤に残薬があるため、日数を減ずること 

   

 ②次回の受診日に合わせるため、定期処方の日数を延長すること 

  ・延長できるのは 14日間以内とする 

  ・ただし、元の処方日数が 30日以内で、延長後の処方日数が 31日以上になる場合は、本

プロトコルの規定外となり通常の疑義照会を行う 

 

 ③処方コメントに「早めに使用開始（残薬への追加分）」と記載がある場合に、残薬に

合わせるために処方日数を延長すること 

  ・延長できるのは 14日間以内とする 

  ・ただし、元の処方日数が 30日以内で、延長後の処方日数が 31日以上になる場合は、本

プロトコルの規定外となり通常の疑義照会を行う 

 

 ④他の定期服用薬の処方内容から、服用期間の指定と処方日数の不整合が明らかな場合

に、妥当な処方日数に変更すること 

  （例） ・定期服用薬            28日分 

      ・アレンドロン酸 35mg錠（週１回）  28日分  

             ↓ 

      ・定期服用薬            28日分 

      ・アレンドロン酸 35mg錠（週１回）  ４日分  に変更  

           

（２）同一成分での薬剤の変更 

・変更に当たっては、患者に不利益が生じないよう、充分に注意をする 

・患者の希望がある場合または同意が得られている場合に変更を可能とする 

・先発品や後発品に分類されない薬品（局方品など）も本プロトコルの対象とする 

・本事項に該当する変更があった場合、次回以降の疑義照会を簡素化するため、芳珠記念

病院はその薬剤への変更を可とする旨を処方せんのコメント欄に予め記載し発行する 

 

①後発品の変更が不可ではない処方せんにおいて、同一成分の他銘柄に変更すること 

・先発品から先発品への変更は本プロトコルの対象外とする 

 

  ②後発品の変更が不可ではない処方せんにおいて、後発品を先発品に変更すること 
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  ③剤形を変更すること 

（例）ノルバスク錠５mg → ノルバスク OD 錠５mg 

ミヤ BM 錠    → ミヤＢＭ 散 

 

  ④別規格製剤がある場合に規格を変更すること 

（例）ワーファリン１mg 錠 2.5 錠 → ワーファリン１mg 錠 ２錠 

 ワーファリン 0.5mg 錠 １錠 

                 又は→ ワーファリン５mg 錠 0.5 錠 

     【般】カルボシステイン 250mg 錠 １回２錠 → 500mg 錠 １回１錠 

 

（３）その他の変更 

①患者希望やアドヒアランス等により、一包化すること（その逆も含む） 

 

  ②アドヒアランス等の理由により、半割や粉砕をすること（その逆も含む） 

 

③外用薬の用法（適用回数、適用部位、適用タイミング等を含む）について剤形と不一

致である場合や口頭で指示がなされている場合に、それらを変更又は追記すること 

   ・薬歴上あるいは患者面談において明確な場合に限る 

 

④「○月○日以降に残薬がなくなってから使用」と記載されている処方せんにおいて、

残薬確認により開始日の不一致が明白な場合に、日付を訂正すること 

 

７．改廃 

本プロトコルの改廃は、芳珠記念病院薬剤管理委員会をはじめとする関係部門の承認を得るこ

とで行い、芳珠記念病院ホームページへの掲載をもって通知する。 

 

８．附則 

 第１版  ２０１７年３月２９日 制定                

 第２版  ２０２５年１０月２７日 改定 以上 


